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平成22年６月16日(水曜日）

午前10時１分開会

会議に付した案件

○概要説明

商工観光労働部

１．最近の観光動向について

２．今後の観光振興について

環境森林部

１．環境森林部施策のポイント

２．平成22年度環境森林部歳出予算

３．平成22年度環境森林部主要新規･重点事業

４．Ｊ－ＶＥＲ制度について

５．みやざきスギの需要拡大について

○協議事項

１．調査活動計画について

２．県北地区調査について

３．次回委員会について

４．その他

出席委員（13人）

委 員 長 新 見 昌 安

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 外 山 三 博

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 中 野  明

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 満 行 潤 一

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

商工観光労働部

商 工 観 光 労 働 部 長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 梅 原 誠 史

観 光 交 流 推 進 局 長 長 嶺 泰 弘

部 参 事 兼
古 賀 孝 士

商 工 政 策 課 長

商 業 支 援 課 長 金 子 洋 士

観 光 推 進 課 長 後 沢 彰 宏

みやざきアピール課長 小八重 英

環境森林部

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

環 境 森 林 部 次 長 豊 島 美 敏（ 総 括 ）

環 境 森 林 部 次 長 黒 木 由 典（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼 金 丸 政 保環 境 森 林 課 長

環 境 管 理 課 長 橋 本 江里子

循 環 社 会 推 進 課 長 福 田 裕 幸

自 然 環 境 課 長 森 房 光

森 林 整 備 課 長 河 野 憲 二

山村・木材振興課長 徳 永 三 夫

山 村 ・ 木 材 振 興 課
小 林 重 善

みやざきスギ活用推進室長

計 画 指 導 監 佐 藤 浩 一

工 事 検 査 監 水 垂 信 一

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 査 壱 岐 さおり

政策調査課主任主事 池 田 憲 司

○新見委員長 ただいまから産業振興対策特別
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委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんください。

まず、商工観光労働部のほうから、本委員会の

調査項目の一つであります観光振興について、

これまでの状況、また今後の取り組みなどにつ

いて説明をしてもらいたいと思います。次に環

境森林部のほうから、調査項目に盛り込みまし

た「新産業創出」「地場産業育成」といった観点

から、部全体の事業説明に加えまして、オフセッ

トクレジット及びみやざきスギの需要拡大につ

いて説明をしてもらおうと思っております。そ

の後、調査活動計画並びに県北調査等について

御協議をいただきたいと思いますが、このよう

に進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

これから執行部の説明に入ります。

入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

前回の委員会に引き続き、商工観光労働部に

おいでいただきました。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○渡邊商工観光労働部長 おはようございます。

商工観光労働部でございます。

本日は、御指示のありました、最近の観光動

向等について説明させていただきます。担当課

長より説明いたしますので、よろしくお願いし

たいと思います。

○後沢観光推進課長 観光振興施策について、

私から御説明をさせていただきます。

お配りしております産業振興対策特別委員会

資料の１ページをお開きください。最近の観光

動向についてでございます。

まず、１の観光客数についてでございますが、

平成20年の本県の観光客数は1,217万7,000人で、

前年に比べ1.4％の減となっております。その内

訳は、県外客が448万4,000人で前年に比べ1.8％

の減、県内客が769万3,000人で1.1％の減となっ

ております。厳しい経済情勢が主な減少要因で

あったと分析しております。

次に、２の県外客の交通機関別入り込み数で

ございますが、利用交通機関といたしましては

自家用車が最も多くなっておりまして、一番右

に記載してございますが、平成20年におきまし

ても全体の60％以上の285万6,000人の方が自家

用車での来県ということになっております。

次の３の県外客の居住地別構成でございます

が、九州内が80％弱となっているところでござ

います。

最後に、４の県内の外国人宿泊客数の推移で

ございますが、平成20年の外国人宿泊客数は８

万5,241人で前年に比べて10.1％の減となってお

ります。外国人客の大部分は韓国、台湾、香港、

中国の方々で、全体の90％近くを占めておりま

す。各国等の内訳はごらんの資料のとおりでご

ざいます。

続きまして、資料の２ページをお開きくださ

い。横になっております。今後の観光振興につ

いてでございます。

資料の上のほうの二重囲いの中で基本的な考

え方を３つ示してございます。まず、観光を本

県のポテンシャルを生かした成長分野と位置づ

けてその振興を図るということ。次に、本県観

光の持続的な発展に向けて、官民協働で、さら

には民間主体での観光振興を図っていくという
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こと。最後に、南九州３県、さらには九州全体

で連携して観光振興を図っていくということで

ございます。

このような基本的な考え方に立ちまして、ま

た本県におけるこれまでの取り組みを踏まえな

がら、今後の観光推進の戦略を次のとおり整理

しております。資料では点線で囲っているとこ

ろでございますが、全体を大きく３つの取り組

み分野に分けて整理をしております。白抜きの

文字で１から３としている部分でございます。

まず第１は、資料左側になりますが、１．観

光地づくりでございます。より多くの観光客を

引きつける魅力ある観光地とするために、何を

どう磨いていくのかという観点から展開する施

策を整理してございます。その中をさらに３つ

に区分しておりまして、まずは将来の宮崎観光

を支える新たな観光ブランドを創造したいとい

う考えから、１－１新たな観光資源の開発を挙

げてございます。次に、既存の観光資源の磨き

上げという観点から１－２を、３つ目に、宮崎

を訪れる方々に快適な旅行を楽しんでいただく

ための受け入れ環境の整備という観点から１－

３を挙げております。

第２に、資料右側でございますが、戦略的な

ＰＲ・誘致でございます。今ほど御説明した観

光地づくりを実施することにより生み育てるも

のを、どう効果的に売り込んでいくかという観

点から展開する施策を整理しております。

最後の柱が、今ほど御説明した観光地づくり

とＰＲ・誘致にまたがる大きな課題といたしま

して、外的な状況変化への対応、より端的に言

いますと、いよいよ来年３月に迫ってまいりま

した九州新幹線の全線開通にどう対応していく

かという観点から展開する施策を整理しており

ます。

以上、戦略の概略を御説明いたしましたが、

この１から３までにつきまして、次のページか

ら具体的な内容を記しております。

まず、３ページをごらんいただきたいと思い

ます。１．観光地づくりでございます。１－１

新たな観光資源の開発でございます。二重四角

の中に書いてございますが、他県との関係で比

較優位に立てるものを中心に、本県の強み・特

色を観光資源として開発するとともに、他県に

はない独自の視点で観光資源を再構成し、将来

の宮崎観光を支える新たな価値・ブランドを創

造していきたいと考えております。

具体的な取り組みといたしましては、まず、

（１）「恋旅プロジェクト」の推進がございます。

本県ならではの神話や伝説を初めとする恋や愛

にまつわる観光資源を「恋旅」という新たなテ

ーマ、ストーリーで再構成いたしまして、官民

一体となって周遊ルート等の魅力づくりや旅行

商品化を進めることにより、恋旅ブームを創出

してまいりたいというふうに考えてございます。

次に、（２）「ゆっ旅宮崎」の展開でございま

す。「ゆっ旅宮崎」とは、その土地ならではの体

験や人々との交流を通じて、宮崎の自然や暮ら

しのよさをゆったり、じっくり味わっていただ

く体験・滞在型の観光のことでございますが、

これを農業が盛んで自然豊かな本県の観光ブラ

ンドとして売り出していこうという取り組みで

ございます。地元旅行業者による商品化とか地

元受け入れ体制のさらなる強化を促進してまい

りたいと考えているところでございます。

次に、（３）「波旅～nami-tabi～プロジェク

ト」の推進でございます。全国トップクラスの

良好なサーフィン環境を生かしまして、官民一

体となって、老若男女を問わず観光客がだれで

も気軽に楽しめるサーフィン観光を確立してま
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いりたいと考えているところでございます。

以上３つの旅、「恋旅」「ゆっ旅」「波旅」を

本県観光の新たなブランドとして育てていきた

いと考えているところでございます。

１ページおめくりください。４ページでござ

います。次に、１－２既存の観光資源の磨き上

げでございます。本県の観光地や既存の観光資

源を見つめ直すことによりまして、そのさらな

る発展、または再生を図ってまいりたいと考え

ております。

具体的な取り組みといたしましては、まず、

（１）観光地「総点検」・基盤整備の実施でござ

いますが、県内の主要観光地につきまして、県

の観光審議会や地元関係団体と連携しながら総

点検等を実施することにより、その課題と対策

を明らかにいたしまして、さらなる発展または

再生のため、ソフト、ハード両面にわたる基盤

整備を推進してまいりたいと考えております。

次に、（２）のスポーツキャンプ等の「全県化

・多種目化・通年化」の本格的な展開でござい

ますが、全国のどういうスポーツ大会やキャン

プの需要があるのかということと本県の施設の

供給力を客観的に分析した上で、戦略的な受け

入れ環境整備を実施してまいりたいと考えてい

るところでございます。

次の（３）「食」の観光地づくりの推進でござ

いますが、本県ならではの食の観光資源を活用

し、食を生かした観光地づくり、「食の街道・食

の横丁」づくりを促進してまいりたいと考えて

おります。

最後、（４）「宮崎観光遺産」の活用でござい

ます。集客可能性を秘めた本県ならではの資源

を発掘し、観光資源としての磨き上げや魅力の

情報発信という観点から、平成20年度に選定い

たしました宮崎観光遺産と一村一祭を活用して

まいりたいと考えております。

続きまして、５ページをごらんください。１

－３快適な受け入れ環境の整備でございます。

県民一人一人の「おもてなし」の向上と旅行者

に対する的確な情報の提供によりまして、本県

を訪れた旅行者が快適に観光できる環境の整備

を図ってまいりたいと考えております。

まず、（１）の「おもてなし日本一」の実現で

ございます。昨年度、おもてなしに関する標語

とシンボルマークを選定したところでございま

すが、今後とも観光関係者や県民一人一人のお

もてなしを向上させていくとともに、観光ガイ

ドボランティアの育成と活用の促進を図ってま

いりたいと考えております。

次に、（２）的確な観光情報の提供でございま

す。観光客の快適性・利便性の向上を図るため、

ホームページなどを活用した観光情報の提供や

観光案内板などの整備を促進してまいりたいと

考えております。

６ページをお開きください。戦略的なＰＲ・

誘致でございます。官民がより一層連携するこ

とで両者の取り組みの相乗効果がより発揮され

るようにすること、旅行者のニーズを的確に把

握すること、誘致に当たっては誘客数を明確に

認識することなどを心がけながら、戦略的なＰ

Ｒ・誘致を図ってまいりたいと考えております。

取り組みについてでございますが、まず（１）

国内客の誘致でございます。今ほど御説明した

各観光資源を効果的に売っていくということに

なるわけでございますが、その際、大型キャン

ペーンの検討などを官民連携して行うことを通

じまして、大型キャンペーンと旅行商品販売の

連携を強化し両者の相乗効果を発揮させるとと

もに、そのような取り組みを通じまして県内の

観光関係事業者の企画力や販売力を強化し、民
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間主体の観光振興に向け、その成長を支援、促

進してまいりたいと考えております。あわせて、

旅行会社との連携を強化することによりまして、

市場のニーズを踏まえた旅行商品の造成や販売

ルートの開拓に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、（２）の国外客の誘致でございます。定

期便が就航しております韓国、台湾からの誘客

対策を引き続き講じていきますとともに、今後、

市場として大きな可能性を秘めております中国、

特に上海などの大都市部からの誘客対策を展開

してまいりたいと考えております。国別の対策

といたしましては、まず韓国につきましては、

ゴルフ客誘致を継続して実施してまいりますと

ともに、新たな取り組みであるトレッキング客

の誘致を本格的に展開してまいりたいと考えて

おります。台湾につきましては、まだまだ本県

の認知度が低いというのが現実でございますの

で、九州または南九州全体の認知度を向上させ

一体的な売り込みを図るとともに、近年、プレ

ー人口が増加していると言われるゴルフ客誘致

の展開などを図っていきたいと考えております。

最後に中国でございますが、本県の認知度を向

上させるとともに、都市部の富裕層をターゲッ

トにした、鹿児島の定期便などを活用したゴル

フ客の誘致とかクルーズ客の誘致なども図って

まいりたいと考えております。

続いて、７ページでございますが、（３）の教

育旅行誘致でございます。隣県や九州内を中心

としたきめ細かなセールスや教育旅行向けの観

光資源の整備などによりまして、九州新幹線全

線開通も視野に入れた誘致を本格的に展開して

いきたいと考えております。

次に、（４）のスポーツキャンプ等の誘致でご

ざいます。先ほど御説明したような客観的な分

析を行った上で、全県化・多種目化・通年化を

実現するための戦略的な誘致を図っていきたい

と考えております。

次の（５）コンベンション誘致でございます。

誘致先の拡大やアフターコンベンション向けの

観光資源の発掘、整備などによりまして、より

積極的な誘致を進めてまいりたいと考えており

ます。

最後の（６）ロケ誘致でございますが、より

積極的な誘致を展開していくとともに、そのた

めに必要な条件や環境の整備について検討を進

めていきたいと考えております。

最後、３．外的な状況変化への対応でござい

ます。これは、先ほど申し上げましたとおり九

州新幹線の全線開通への対応を指しております。

九州新幹線の全線開通の効果が本県にももたら

されるように、官民一体となって、また南九州

３県で連携して、２次アクセス対策、旅行商品

の造成・販売、ＰＲなど、新幹線停車駅から本

県に観光客を呼び込むための仕掛けづくりを進

めていきたいというふうに考えてございます。

以上が、今後の観光振興に向けた考え方と施

策展開に当たっての戦略でございます。改めて

申し上げるまでもございませんが、観光は、旅

行者のニーズを的確に把握しながら、また世の

中の動向をしっかり見据えながら臨機応変に対

応すべき側面が強い一方で、施策展開に当たっ

てはよって立つべき戦略も必要と考え、以上御

説明したとおりでございます。もとより絶対不

変のものではございませんので、必要に応じて

不断に見直しながら、よりよい観光施策の展開

に努めてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。説明は以上でござい

ます。

○新見委員長 ありがとうございました。執行
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部の説明が終わりました。

御意見、質疑等ございましたらお願いをいた

します。

○濵砂委員 今、状況説明いただきましたが、

もう一つ加えて、宮崎県に来県される観光客の

近々の状況を説明いただけませんか。

○後沢観光推進課長 年間を通じての統計とい

う形では、先ほど御説明した平成20年の数字が

最新のものでございます。21年の全体の動向を

御説明できる統計は整理されてございません。

○濵砂委員 それに加えて、現在の口蹄疫発生

後の問題も含めて、近々の説明も一緒にしてい

ただけませんか。その後にまた。

○後沢観光推進課長 口蹄疫の関係でいきます

と、観光客の動向に大きく影響を与えておりま

して、我々が調べたところによりますと、例え

ばホテル・旅館のキャンセルにつきましては、

５月31日現在の数字でございますが、宿泊で延

べ約１万8,000人のキャンセルが出ている、宴会

などにつきましても３万3,000人余のキャンセル

が出ているということでございます。今はキャ

ンセルがどんどん発生しているということで被

害状況を把握しておりますが、これから７月、

８月に向けてはそもそも予約が入っていないこ

とが大きな問題となってございますので、その

あたりの状況を的確に把握しながら―今、口

蹄疫がこれだけ拡大している状況の中で、大規

模なキャンペーンを張ってお客さんを呼んでく

るということは非常にしにくい状況ではござい

ますが、いつかは必ず終息いたしますので、終

息した場合には県内、県外からの観光需要を喚

起する取り組みをするために、県だけではなく

て関係業界とも意見交換をしながら、その仕込

みについての検討を進めている段階でございま

す。

○福田委員 口蹄疫の問題が出ましたから、私

も、気になる宮大の先生の文章を読んでおった

ものですから、実は我が県は観光振興を一生懸

命やらにゃいかんわけですよね。一方では、食

の宝庫としての畜産あたりが観光誘致の目玉に

なるんですが、極めて悩ましいことであります

が、畜産振興と、特に海外、いわゆる国際線を

ソウルと台北持ってますよね。このあたりの極

めて厳しい問題が学者から提起されておるんで

す。それでこの対策を（これは商工観光労働部、

農政、環境いろいろあると思いますが）やるべ

きだと、私は先生の論文を読んで考えたんです。

畜産の振興も観光の振興も両立しなくては、我

が県は立っていきませんからね。しかし、現状

では非常にその対策がお寒い限り、双方ともで

すね。農政の分野も、海外からのエアラインを

受け入れる立場からもですね。

25年か30年前でしたか、私は農政調査でニュ

ージーランドに行ったことがあるんです。農業

問題の調査で。そのとき、飛行機の中でマスク

を全部我々にさせまして、防疫員が入ってきて

お客さんを一人一人を完全に消毒するんです。

そして消毒が終わった後初めて飛行機から出す

んです。それぐらい厳しい対策をやっているよ

うです。それから世界で一番口蹄疫が発生して

いないオーストラリア、140年発生していないそ

うですが、ここも極めて厳しい防疫対策をやっ

ていると。それに引きかえ、我が宮崎県に開設

しているソウル便、台北便、これは国際獣疫事

務局の発表によると口蹄疫の蔓延地帯になって

いますから、この蔓延地帯と週３便の国際便が

あるんですから、この辺の対策はですね。観光

はどうしても振興せにゃいかんですから、お互

い、農政分野、商工分野ともに考える必要があ

るんではないかということを、宮大の先生の論
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文を見まして感じました。どういうふうにお考

えですか。

○渡邊商工観光労働部長 今、福田委員がおっ

しゃるとおりでございまして、今回の口蹄疫発

生で、商工業、もちろん観光もそうでございま

すけれども、いろんなところに影響を与えてい

ると。もちろん宮崎県の産業のためには畜産業

を欠くことはできないわけでございまして、や

はり両立するような観点で今後どうするかとい

うことをですね。

それで、国際化というグローバル化した時代

において、観光振興というのは共通の悩みだろ

うと思うんです。いろんな面で考えなきゃいけ

ない、今回こういうふうに蔓延したのは農政の

ほうが中心で埋却の問題です。きょうの新聞で

は、全国的に畜産農家については埋却地を確保

するというような動きがガイドライン的にでき

ていくんだろうと思います。そうすると長期化

させない。仮に長期化したら商工業、観光を初

めとするいろんな産業に影響を与える。それを

どんなふうに影響を少なくするかというのは、

観光を今後の成長産業分野として見ているわけ

ですから、当然その対策を避けて通れない、私

たちはそういうふうに思っています。空港の検

疫なんかも、今、委員のほうで例示されました

けれども、いろんなやり方があるみたいでござ

いますし、そのあたりも含めて当然検討してい

かなきゃいけない。検討というよりも、終息後

すぐ実行するような取り組みをやっていく必要

がある、そういうふうに考えております。以上

でございます。

○福田委員 部長のお話を聞きまして大変心強

く感じましたが、やはり本県の２大基幹産業で

すから、ぜひ両立するように、今回の口蹄疫の

大惨事をお互い教訓として対策を打って観光や

農業の再生を図りたい、こういうふうに考えて

おりますから、お互いにそれを肝に銘ずる時期

じゃないか、このように考えております。以上

であります。

○中野委員 口蹄疫も、４月20日に発生してま

だなかなか見込みが立ちませんけれども、畜産

農家はもとより、国富へんでも聞くと、肉とか

運送含めてかなり影響が出ている。まだ２カ月

だからそんなにないんですけど、これからまた

後遺症として６カ月先とかいろんな問題が出て

くると思う。今の段階で、とりあえず交付金の

借り入れとか―件数なんかはいいけど、そこ

までは出てきていないのか。

○渡邊商工観光労働部長 今回の口蹄疫対策で

一番最初に打ったのが金融対策でございました。

緊急貸付制度を設けまして50億の融資枠でやり

ました。そして返還猶予も２年にしまして、さ

らに３年にしたというような状況でございまし

て、我々としてもできるだけ要件緩和に努めて

やっています。それで今、手元に数字がないわ

けでございますけれども、今までに貸し付けた

のが42件で金額が５億8,850万です。それで、市

町村のほうに申請が今来ておりまして、この融

資は、市町村のほうで口蹄疫関連ということで

認めまして、それが信用保証協会に来るという

仕組みになっておりまして、そういう手続をとっ

ております。今後この貸付申請はどんどんふえ

ていくんだろうと思います。前回の10年前も終

息した後もずっと来ていました。今回はこうい

う広がりを見せていますので、今後どんどん来

るのではないかというふうに思っております。

○外山三博委員 ２～３お聞きをしたいんです

が、先ほど説明の中で「食の街道・食の横丁」

という説明がありましたが、イメージがよくわ

からないから、もう少し具体的に、どういうこ
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とを考えておられるんですか。

○後沢観光推進課長 食の横丁につきましては、

４ページに書いてございますが、関連事業とし

てみやざき「食の街道・食の横丁」づくり推進

事業というのを今年度から展開しようと思って

いるんですが、わかりやすい例で言いますと、

最近、日南を中心に大々的に売り出そうとして

いる「カツオの炙り重」とか、県北のほうや県

南のほうでもやっております「伊勢海老街道」

といった取り組み、あとは飫肥の町の食べ歩き

とか、食を素材にした観光客を引き寄せるよう

な企画とか観光地づくりというものが、最近、

来られるお客さんに高く評価をしていただいて

いるということもございますので、こういった

食を素材にした観光ルートをつくれないかとい

うことで考えております。

具体的には、飲食業の組合でも結構ですし、

商工会みたいなところでもいいんですけれども、

そういうところが地元のお店屋さんとかホテル

とか食堂で共通のメニューを開発して売り出し

たいとか、うどんならうどんについて、何とか

うどんという名前をつけて共通のロゴとかのぼ

りをつくって一体としてアピールしていきたい

とか、そういった取り組みに対して支援をして

いきたいと考えております。

○外山三博委員 ほかの県に行きますと、例え

ば釧路あたりに行くと、市場があってそこに新

鮮な魚があって、その中にそれをそのまま食べ

られるところがあるんです。ほかの町でも、公

設というのか、大きな建物をつくって、そこに

郷土料理みたいないろんな食堂がいっぱい入る

スペースがあるんです。そういうのは宮崎では

どこにもないですよね。食の横丁というのはそ

ういうことをイメージして、どこかに公的な、

場合によっては町内会単位でそういうスペース

をつくって、そこに郷土料理の店を何十軒か入

れるとか、そういうようなところまでいくとこ

れは生きてくると思うんですけど、いかがでしょ

う。

○後沢観光推進課長 今おっしゃったような取

り組みは非常におもしろいと思います。食べ物

ですから季節ものというのも出てくるかもしれ

ませんが、できれば通年でお客さんを呼んでこ

られるような仕掛けを育てたいと思っておるん

ですけれども、場合によっては、今おっしゃっ

たような、お店屋さんが集まって市場で出店み

たいなものを定期的に開く取り組みを支援する

とか、そういうのもあるかもしれないなとは思っ

ております。

○外山三博委員 これは、県がそういうきっか

けをつくって、事業は市町村なり、いろんな団

体なり、商店街振興会なりということになるで

しょうが、ぜひそういうことで仕掛けをつくっ

て積極的に取り組んでもらいたいと思います。

２点、私の考えを言いたいんですけれども、

新幹線が入ってくる、その展開の中で、人吉に

バスをここから出しましょうということはでき

て、大体２時間で新幹線に乗る。あと新鹿児島

駅から宮崎に日豊線がありますね。ところが、

日豊線の改良は、話がずっと出ておるけど、金

額やいろんな面で非常に実現が難しい。である

なら、日南線で「海幸山幸号」は非常にいいで

すね。あれをイメージしながら―今、時間は

幾らでもある旅行者はいっぱいいるんです。で

すから、急いで来れないということを逆手にとっ

て、鹿児島から宮崎までの日豊線を海幸山幸み

たいな列車をつくってゆっくり、鹿児島からし

ばらくはずっと海岸線行きますよね。都城のほ

うの畑地帯を行って、今度は清武、田野の森林

地帯を通って、２時間ちょっとぐらいで非常に
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いいと思うんです。そういう提案をＪＲのほう

にぜひしてもらうといいがなと思います。

もう一点、どこかで今の口蹄疫は終息すると

思うんですが、終息してから、さてどうしましょ

うじゃ遅いんです、いろんな意味で。私は、終

息と同時に、いろんな宮崎の考え方、宮崎はす

ばらしいという全国に向けてのＰＲを、全国紙

３社ぐらい使って全面広告で宮崎のＰＲをやる

べきじゃないかと思うんです。予算も多少かか

りますが。そういうところからぼんと、「立ち上

がれ宮崎」というかそういう企画を今から考え

てもらうとありがたいと思っておりますが、２

点、御意見ありましたら。

○後沢観光推進課長 まず、第１点目の新幹線

の鉄道関係の御質問でございますが、今、委員

がおっしゃったとおりであると我々も考えてお

ります。ＪＲ九州のほうで運行していただいて

いる観光列車というのが何本かありますが、そ

の運行ルートを地図に落としてみると、鉄道の

疎密の問題もあるんですけれども、九州の西側

のほうは「いさぶろう・しんぺい」を初めとし

ていっぱい走っている。一方、九州の東側を見

ると、日南線の「海幸山幸」だけがぽこんと離

れて走っている。九州新幹線も走るので、日豊

線もありますし、吉都線もありますので、そう

いうところを観光列車みたいなものを走らせら

れたら、海幸山幸との連携、新幹線との連携と

いうのも出てくるんじゃないかというふうに我

々も考えていまして、ＪＲさんの話ですと―

我々が一方的に進めることはできない話ですけ

れども、研究する価値のある素材だなというこ

とで、今勉強しているところでございます。

２点目の終息後の動作についてでございます

が、おっしゃるとおり、終わってから検討し始

めたのでは遅いと我々も認識しています。です

ので、都城で出る前の段階、本部からの発表で

何となく見通しも見えてきたので、それに合わ

せたスケジュールを組んで旅行エージェントと

の具体的な話なども実は進めておりました。た

だ、ちょっと状況が変わったので今とまってい

る状態ではございますが、そんなこともしなが

ら、終息後すぐに動作できるようにしようと思っ

ていますし、委員御指摘の大々的な復活ＰＲに

ついても必要だと考えております。ただ、これ

は観光の分野だけではなくて、農業ブランド、

全庁的な動作として発生してくる動きかなと

思っておりますので、観光としてもそれとしっ

かり連携、連動しながら取り組んでいきたいと

考えております。

○星原委員 今、観光推進課長からずっと説明

を受けたんです。ずっと見ながら、聞きながら、

言葉が変わっているだけで、毎年同じような流

れかなと聞いているわけです。そういう言葉と

かは当然時代背景を見ながら想定されていくん

でしょうが、そしてまた、過去にやった事業が

どういう成果があって、どういう点がマイナス

だった、プラスだったというのを見ながら想定

はされていくと思うんです。そういう中で観光

産業の一番の問題というのは、宮崎県にどれだ

け人が入ってきてどれだけ経済効果が上がった

か、そういう数値まで押さえないと、毎年同じ

ことを繰り返しているような気がするわけです。

そして多分、こういう事業というのは、47都

道府県あれば、言葉の違いとかテーマの違いは

あるかもしれんけれども、実際同じような競争

をやっていると思うんです。特に県外、あるい

は海外からの誘致の問題にしてもですね。そう

いうときに、宮崎が他県にまさるものはどうい

うものに取り組んでいったらいいか、まず何点

かのテーマを絞ること。それから目標数値とい
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うものを、３年ぐらいの流れの中で、３年後に

は数をここまで持っていくとか、ターゲットと

して女性客とか年齢層の高い高齢者をどういう

ふうにしていくとか、細かく分析しながら数値

を決めておって、達成度がどこら辺まで来てい

る、あるいはどういうところに問題があって達

成できなかったとかいうのをやって、３年後に

は目標に掲げた数値に届くような方向を、まず

基礎的な部分として決めてやっていかなくちゃ

いけないのかなというふうに思うのと、やはり

県だけではなくして、観光戦略として、県プラ

ス市町村あるいは民間との連携のとり方として、

ここら辺は県がやる部分、この辺は市町村がや

る、この辺は民に任せる部分、そういう区分け

とか、もうちょっと具体的にそういうところま

でうまくやっていって、毎年こうやって報告を

いろんな形でするときには、去年の事業がこう

いうことでこういうところまで来ているとか、

何らかの方向とかですね。

観光というのは継続だと思うんです。宮崎の

資源も宝になるものが、食べ物もあるでしょう

し観光地もあるでしょうし、いろんなものがあ

ると思うんです。そういうものがどういうふう

に伸びてきているとか、こういう部分にはまだ

資金的な投資をしなくちゃいけないとか、そう

いうものを掲げていかないと他県との勝負に勝

てないんじゃないかという気がするんです。そ

ういうものを示しながらやっていくことは考え

てやられているんでしょうけれども、その辺が

見えてこないんです、説明の中から。そういう

ものはないんですか、どういうふうにとらえた

らいいんですか。

○後沢観光推進課長 私の説明が全体を説明す

るということで御説明したので、めり張りがな

くて同じように聞こえたかもしれません。私の

説明の仕方の問題かもしれませんが。

まず、委員がおっしゃった、他県との競争と

いうこともあるので、宮崎がほかに負けないも

のをどうつくっていくのかという御指摘がござ

いましたけれども、それは資料で言うと３ペー

ジのところで恋旅、ゆっ旅、波旅という形で、

ゆっ旅というのは、平たく言えばグリーンツー

リズムということになりますので、他県との比

較優位というところが実は課題ではあるんです

けれども。波旅については、サーフィンの環境

というのは自然環境ですので、本県が他県と比

べて勝てる部分だと。そこに力を入れて、「サー

フィン」をキーワードにお客を呼べる仕掛けが

つくれないかという取り組みを始めております

し、恋旅というのも、神話とか伝説が豊富で、

その中には男女の愛だとか恋だとかいう伝承も

豊富にありますので、いっぱいある神話・伝説

の素材の中からそういうものを取り出して観光

のルートとしてつくっていくとか、そういう取

り組みを始めているところでございます。今後

それを育てていきたいと考えております。

数値目標が要るのではないかという御指摘が

ございました。今、知事のマニフェストの中で

は年５％増という数字はございます。ただ、私

の乏しい経験から考えてみても、観光というの

は経済の動向への感応がすごく大きくて、イン

フルエンザが出れば来なくなるとか。今回の口

蹄疫は非常に大変な問題ですけれども、そうい

うところもあってなかなか予想が立てにくいと

いうジレンマも抱えているところでございます。

ただ、例えば旅行エージェントが送客をしてい

ただくと、それに対する商品造成の支援をする

という取り組みをしておりますが、そのときに

は必ず送客目標人数はしっかり把握をした上で

補助するしないを決めますし、送客実績につい
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てもその後把握するという形で取り組んでいる

ところでございます。

○星原委員 今、波旅ということでサーフィン

のいろんな話がありましたけれども、サーフィ

ンで県外から来ている人たちとか、実際やって

体験した人たちのいろんな話を聞いて、施設的

なもので不足しているものは何なのかとか、も

うちょっとこういう形でやればまだ人がふやせ

るとか、いろんな協議、話を持ったりしながら

政策に生かしていく部分だとか、大概、宮崎県

にも県外の人も来る人は来ていると思うんです、

ある部分では。だから、要するにリピーターを

こしらえていく、何回でも宮崎に行きたいとい

う思いにさせるものは何なのか。あるいは来た

人が、あそこはいいよということで友達を誘っ

てくるような形にするためにはどういうことが

あるのか。リピーターをふやすためにはどうい

うものを今後とらえていくのかとか、そういう

ことでないと、言葉が踊ってはいるけれども、

本当に言葉どおりに、来る観光客がその言葉に

つられて来ているのかどうか、そういう点検と

いうか考え方をやっていかないと、本当に呼び

込めるのか。「１年に１回は宮崎に行かんとおれ

は気が済まんとよな」というような人たちが何

人ぐらい全国にいるのか、あるいは海外にいる

のか、そういう目標みたいなものを掲げていか

ないといかんのかなというふうに思うんですが、

そういう部分についてはどう思われますか。

○後沢観光推進課長 リピーターをできるだけ

つかむというのは、おっしゃるとおりだと思い

ます。我々が毎年調査している観光動向調査で

すと、本県への来県理由で、「前に来てよかった

から」と回答しておられる方は１割ぐらい。そ

れ以外の方で、「知人、友人がいるから」という

のは、多分帰省だと思います。そういう方はあ

る意味リピーターかもしれませんが。「前に来て

よかったから」と言っている方は約１割、それ

をできるだけふやしていけば固定客層を確保で

きるということになるので、それに向けた努力

はしたいと思っております。

そのために、ちょっと迂遠なようですけれど

も、大事なのがおもてなしの取り組みというの

は一つあるのかなと、その観光地に来て嫌な思

いをすれば、二度と来ないということになりま

すので。おもてなしがよければ何回も来るのか

というと、必ずしもそうは言えないかもしれま

せんが、いろんな魅力的な素材を提供する大前

提として、来られた方が快適に旅を楽しんでい

ただいて嫌な思いをしない、宮崎に行ったらみ

んな親切でいい思いをしたという環境をつくる

ということは、一つ大事かなとは思っておりま

す。

あとは、なかなかマスの数字はつかみにくい

んですけれども、先ほど御説明したゆっ旅宮崎、

農泊などは固定客層がつきやすいジャンルでは

ありますが、マスの数字を稼ぐのが難しいとい

うジレンマは感じているところでございます。

○渡邊商工観光労働部長 今、星原委員がおっ

しゃった課題といいますか、今回の委員会の求

めは、観光全体の施策をわかるようにというこ

とで、こういう形でつくりました。ただ、今回

こういう形で観光の総合的な考え方、政策を整

理したのは、多分ここ数年ないだろうと私は思っ

ています。こういうふうな並べ方をしますと、

今度は個々の課題、今、星原委員がおっしゃっ

たように、具体的に現状はどうなのか、どうい

う形の入り込み実態があるのか、それによって

個々の問題についてどういう対策を打っていく

のかという、当然次の形になるんだろうと思い

ます。我々もそういう認識は十分持っていまし
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て、観光振興というのが、観光政策的な、実態

をわきまえて、具体的な効果を出すためにどう

いう施策を打っていくか。その辺が、日ごろの

キャンペーンとかいろんな仕事で忙殺されてい

るというのは言いわけになりますけれども、そ

ういう側面が非常に弱いというのは我々も思っ

ていまして、そういう側面でもうちょっと現状

を細かに把握しながら、個々の施策についてよ

り具体的に問題点を摘出しながら進めていく取

り組みをやっていく必要があると思っています。

それともう一つは、観光振興について全体的

なプランニングはあるんです。これをどうする

かという話があります。そのときに目標をどう

するかとか、そういう議論も今内部でやってお

りまして、その中で今後議論していきたいと思っ

ています。宣伝一つとっても、今の宣伝の手法

がいいのかとか、どういうやり方が効果的なの

かとか、それは国によっていろいろ違うんだろ

うと思いますし、そのあたりも含めて今後検討

していきたいと思っています。よろしくお願い

します。

○星原委員 もう最後にしますけれども、でき

れば計画の中に数値目標―対外的に公表する

必要もないと思う―を決めて、これにどうい

うふうな形で来ているかというぐらい追っかけ

ながら、ある部分やっていかなくちゃいけない

というのと、観光もやっぱり投資しないと効果

が出ない。投資の仕方も、つぎ込むところには

つぎ込んでいく、金の使い方もどこかで検討し

ていかなくちゃいけないのかなと思いますので、

そういう流れの中で今後取り組んでいただけれ

ばありがたいというふうに思います。

○武井委員 口蹄疫の関係、さっきも出たんで

すが、引き続き何点か伺いたいんですが、ゴル

フ場なんか特に非常に厳しいという話をかなり

聞くんですが、ゴルフ場とかコンベンション、

修学旅行の状況をお聞かせください。

○後沢観光推進課長 まず、ゴルフ場でござい

ますが、申しわけございません。全体で何人減っ

たという数字は今手元にないんですけれども、

幾つかのゴルフ場の話を聞いているところによ

ると大分減っていると。週末も１日のプレー人

数が10人とか15人とか、そんな落ち込みを示し

ているところもあるというふうに聞いておりま

す。

コンベンションにつきましては、口蹄疫発生

後、中止または延期をするところが出てきてお

りまして、13日現在で我々が把握している範囲

ですと、コンベンションでキャンセルをされる

ところが７件、延期はいずれはやっていただけ

るわけですけれども、延期が６件というふうに

調べております。

修学旅行は、現在把握しているところですと

２校キャンセルです。口蹄疫発生直後にキャン

セルになった鹿児島県からの２校以降は出てい

ないというふうに把握しております。

○武井委員 ゴルフ場ですけれども、話を聞く

と本当に深刻で、特に韓国系のゴルフ場なんか

も、買収されて宮崎もあるんですが、ゴルフ場

の場合、観光だけではなくて、県内でもコンペ

とかも今しづらい環境ということなんですが、

そういった意味で、本当に真剣に振興を考えて

いかないと相当深刻な状況だと思うんですが、

今後、口蹄疫の終結後ということになるんでしょ

うけれども、ゴルフ場の振興ということについ

てはどのようなお考えか、何か検討があるかお

聞かせください。

○後沢観光推進課長 ゴルフも本県の重要な観

光資源でございます。終息後は、先ほど申し上

げたとおり、落ち込んだ需要をどれだけ喚起す
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るかという取り組みになるかと思います。その

ためには、エージェントさんと組んで誘客を図

るとか、そういう取り組みになりますが、その

ときに当然、ゴルフも誘客の素材として積極的

に活用して、少しでも多くのお客さんに来てい

ただけるように取り組んでいく必要があると考

えております。

○武井委員 ゴルフ場については、県内内需と

いうこともあわせていろいろ検討していただき

たいと思います。

現状、一面仕方がない部分というのもあるん

ですが、よく言われるのは、例えば「宮崎ナン

バーお断り」みたいな話が隣県、近県であると

か、私も個人的に夏のお祭りの実行委員なんか

していますと、踊りチームなんかも、県外は「宮

崎なんか行ってくれるな」みたいなことを―

一応９月に延期しているんですけれども、それ

でも言われるというような話もあるようなんで

すが、そういった意味で、もちろん気を使われ

るのはわかるんですが、一部にはちょっと行き

過ぎではないかというような感覚を持つものも

あります。そういったものは、特に各県の行政

の方、例えば職員の方の言い方とか、「行くなら

ちょっと預金考えますよみたいなことが言われ

たから、ちょっと行けません」みたいな話があっ

たということも聞くんですが、そういった意味

で行政の姿勢というものが非常に大きく影響し

てくると思うんです。そういった意味で、隣県、

近県、市町村含めて、行き過ぎた宮崎への警戒

といいますか、行き過ぎた宮崎外しみたいなこ

とにならないようにしていくことが非常に重要

ではないかと思うんですが、そういったことに

ついての申し入れといいますかコミュニケー

ションというのは何かされているのか。されて

いればどのような形なのか、その辺をお聞かせ

ください。

○渡邊商工観光労働部長 今の武井委員のお話

よくわかるんですが、今、県は非常事態宣言を

やっているわけです。そしてまだ口蹄疫が散発

的にですね。ここ２日ぐらい出ていないという

状況でございますが。我々としても今、防疫体

制を一生懸命やっておりまして、今の状況で行

政で―委員の御趣旨はよくわかりますけれど

も、我々としては、とにかくこの口蹄疫防疫を

一生懸命徹底してやりまして一刻も早い終息を

待つ、これしかないわけでございます。我々も

商工業者への影響は非常に大きいということは

わかっております。きょうも晴れておりますけ

れども、埋却を急いで一刻も早い終息宣言をし

ていただきたい、これだけでございます。

○武井委員 もちろん趣旨はよくわかるんです。

そのとおりだと思うんですけれども、終結後に

向けて行政間のコミュニケーションというのも

非常に大事ではないかと考えております。

最後にしますが、今後に向けての官公庁、国

もそういう形で力を入れているんですが、キャ

ンペーンみたいなものをどういうふうにするか

とか、そういった国、官公庁とのコミュニケー

ションというのはどのようにされているのか、

今後されようとしているのか、その辺をお聞か

せください。

○後沢観光推進課長 官公庁のほうには既に要

望書をもっていろいろお願いをしているところ

です。具体的には、国で主催もしくは国の関係

機関で主催するイベントや大会を宮崎で開催し

ていただけないかとか、大規模な送客キャンペ

ーン、それを実施するのは各旅行代理店という

ことになりますけれども、そこに対する働きか

けですとか、国からの送客キャンペーンの支援

ということでお願いできないか。あとは、例え
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ば空港の着陸料の減免など支援措置を講じてい

ただけないかといった内容を要望してございま

す。県内には運輸支局もございますし、官公庁

と直接連絡することもあります。連絡体制を密

にとって、こちらからも必要な情報を官公庁に

提供しながら、どんなことができるのかという

ことをお願いし、また協議をしているところで

ございます。

○新見委員長 まだまだ質疑があると思います

が、時間が来ておりますので、ここらあたりで

終了させていただきたいと思います。

執行部の皆様には大変に御苦労さまでした。

ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前10時57分休憩

午前11時１分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

環境森林部においでいただきました。

初めに、一言ごあいさつを申し上げます。

私は、この委員会の委員長を仰せつかりまし

た、宮崎市選出の新見昌安でございます。

委員の紹介につきましては、お手元にある配

席表の配付にかえさせていただきたいと思いま

すが、私ども13名が今後１年間、調査活動を実

施していくことになりましたので、どうかよろ

しくお願いをいたします。

現在、我が宮崎県を苦しみのどん底に陥れて

おります口蹄疫の問題、いまだ終息の出口が見

えておりません。本当に厳しい状況でございま

す。畜産農家の方々はもちろんのこと、本県の

他の業界、いろんな分野において非常に厳しい

状況でございます。我が宮崎県の経済にとって

大きな打撃じゃないかと思っております。とに

かく一日も早い終息を祈るわけでございますが、

この終息を待つ前に、我が委員会といたしまし

ても、非常に大事な宮崎県の産業の盛り立て、

そして経済の立て直し、これらをしっかり考え

ていきたいというふうに思っております。皆さ

ん方と一体となって、この口蹄疫の問題しっか

りと取り組んでいきたいと思いますので、どう

か御協力のほどよろしくお願いいたします。

それでは早速、環境森林部長のごあいさつ並

びに概要説明等をお願いいたします。

○吉瀬環境森林部長 環境森林部長の吉瀬でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

委員の皆様方におかれましては日ごろから、

本県の環境並びに森林・林業に関します施策の

推進に多大なる御理解と御協力いただきまして、

厚くお礼を申し上げます。

平成22年度の環境森林部におきましては、山

村・木材振興課に「みやざきスギ活用推進室」

を設置しますとともに、環境対策推進課を「循

環社会推進課」に再編し、また環境森林課に「地

球温暖化対策担当」を設置するなど組織を一部

改めまして、県の重点施策を踏まえながら各般

の課題に積極的に取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、委員の皆様の御指導よろしく

お願いしたいと思います。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元に配付しております委員会資料の１ペ

ージをごらんいただきたいと思います。環境森

林部の幹部職員の出席者名簿でございます。参

考にしていただきたいと思います。

次に、２ページをお開きいただきたいと思い

ます。環境森林部の施策のポイントでございま

す。環境森林部におきましては、新みやざき創

造計画の分野別施策に基づきまして、（１）自然

と共生した環境にやさしい社会づくり、それか

ら中ほどの（２）安全で安心な暮らしの確保、
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（３）林業の振興、この３つの施策の基本方向

に沿って施策の展開に努めているところであり

ます。それぞれ今年度の主な新規・改善事業と、

それらの事業に該当します県の重点施策、テー

マを右側にかぎ括弧で上げさせていただいてお

ります。

主な新規事業でございますけれども、（１）自

然と共生した環境にやさしい社会づくりの①地

球温暖化防止に貢献する社会づくりでございま

す。この中の新規事業、森林資源活用温暖化対

策推進事業は、森林の二酸化炭素吸収機能など

を活用いたしまして地球温暖化対策を推進する

事業でございますけれども、具体的には、環境

省が平成20年度に創設いたしましたＪ－ＶＥＲ

制度等を活用いたしまして森林資源のＣＯ２吸

収機能をクレジット化するなど新たな経済価値

を与え、それをカーボンオフセットとして市場

で取引を行うことを通じまして、山元に利益を

還元するシステムをモデル的に構築することと

しておるところでございます。

次に、その下の②環境への負荷が少ない循環

型社会づくりにありましては、新規事業、循環

型社会形成のための総合対策推進事業でござい

ますが、廃棄物等の環境問題を解決するために

は、我々の経済・社会活動そのものを見直して

いく必要がありますので、今後の循環型社会づ

くりを推進するための計画策定とか意識啓発及

びリサイクル推進のための施策を総合的に実施

することとしております。

さらに、④豊かな自然環境の保全・創出であ

ります。その中に幾つか新規事業があるわけで

すが、下のほうの有害鳥獣（シカ・サル）被害

防止緊急対策事業におきましては、対象の22市

町村に全体で48名の対策指導捕獲員を配置いた

しましてわな等による捕獲をするとともに、地

域ぐるみの取り組みを促進する講習会等を開催

することにしております。

次に、（３）林業の振興の①環境を守る多様な

森林づくりでございますが、新規事業の２つ目

の奥地共同間伐促進事業におきましては、間伐

材の搬出経費が割高となります奥地森林の搬出

経費を助成いたしまして、高齢級間伐の促進と

有効利用を図ることにしております。

また、その下の②新たな木の時代を築く林業

・木材産業づくりにおきましては、中ほどの新

規事業、大きな「みやざきスギ」活用の家パイ

オニア事業におきまして、スギ等の県産の大径

材を有効に活用するために、木材業界と住宅業

界が共同して行います大径材を活用した家づく

りの提案等に対して支援することにしておりま

す。

次に、右側の３ページをごらんいただきたい

と思います。平成22年度環境森林部歳出予算に

ついてでございます。この表は、環境森林部の

一般会計、特別会計の平成22年度歳出予算を課

別に集計したものでございまして、表の一番下、

合計の欄にありますように、部の予算トータル

は、一般会計、特別会計合わせまして259億1,023

万9,000円で、平成21年度当初予算と比較いたし

ますと113.2％となっておるところでございま

す。

次に、４ページから５ページにかけまして、

部の平成22年度の主な新規・重点事業を新みや

ざき創造計画の分野別施策に沿って整理したも

のでございます。参考にしていただきたいと思

います。

６ページ以降につきましては、それぞれ担当

課・室長が御説明いたしますので、よろしくお

願いします。

○金丸環境森林課長 それでは６ページをお願
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いいたします。Ｊ－ＶＥＲ制度につきまして御

説明を申し上げます。

まず、制度の内容でございますが、Ｊ－ＶＥ

Ｒ制度は環境省が平成20年11月に創設したもの

でありまして、国内の温室効果ガスの排出削減

あるいは吸収に係る自主的な取り組みを促進す

るために、認証機関によって認証された二酸化

炭素の排出削減量、吸収量をクレジット化し、

それを発行・取引するものでございます。

非常にわかりにくいと思います。委員の皆様

にイメージしていただくために、右側の７ペー

ジの図をごらんいただきたいと思います。枠の

中のアの事業ですが、森林吸収源活用モデル事

業というのがございます。まず、森林におきま

して適正に間伐を実施いたします。適正に間伐

を実施いたしますと森林による二酸化炭素の吸

収量が増大することになります。その増大する

量をＪ－ＶＥＲ申請しまして、登録しクレジッ

ト化をする。すなわち間伐という行為に経済的

価値を与えるということでございます。また後

ほどこれは御説明しますので、そのときにお願

いしたいと思います。

次に、その下のイの木質バイオマス循環シス

テム構築モデル事業の図をごらんいただきたい

と思いますが、林地残材を使い木質ペレットに

いたしまして、それを農業ハウスのボイラーに

使おうとするものでございます。農業ハウスに

は重油が使われるのが一般的でございますが、

重油を使わずに木質ペレットを使うことにいた

しますと二酸化炭素の排出量が削減されること

になります。すなわち環境によいということに

なります。その二酸化炭素の削減される量をク

レジット化することによって経済的価値を与え

ようというものでございます。これでもなかな

か御理解が難しい部分もあるかと思いますが、

また後ほどごらんいただきたいと思います。

戻っていただいて、左のページの（２）をご

らんいただきたいと思います。制度のメリット

と課題でございます。まずメリットといたしま

しては、森林の整備などにクレジット化という

経済的価値を与えようとする制度でございます

ことから、個人や企業等による自発的な温室効

果ガス排出削減の促進が期待されることになり

ます。また、森林や森林バイオマスに付加され

ました経済的価値が、山元へ利益として還元す

ることが期待されます。

次に、課題でございますが、二酸化炭素の排

出削減量あるいは吸収量の算定を行った上で認

証機関への申請を行う必要がありますので、そ

れらの申請に至るまでの準備手続に経費と期間

を要します。また、クレジットの販売単価が固

定化されておりませんので、あらかじめ制度を

活用した場合の経済的効果を算定することが難

しいということがございます。

（３）の全国の取り組み状況でございますが、

申請総数がことしの４月１日現在で36件、その

うち認証済みが10件、登録済みが15件、審査中

が11件となっています。

36件のうちに本県に関連する事例が３件ござ

います。それが（４）に書いてあるものでござ

います。住友林業株式会社が美郷町、椎葉村で

実施しております植林・保育活動につきまして

認証がなされております。２番目に、諸塚村が

諸塚村有林を中心に実施しております間伐につ

いて認証がなされております。３つ目に、鹿島

建設株式会社が延岡市北川町で実施しておりま

す、これも間伐でございますが、登録がなされ

ておりまして、現在、認証に向けてモニタリン

グ調査等が行われているところでございます。

ここで、認証済みと登録済みという言葉が出
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てきますが、①と②が認証済み、③が登録済み

となっています。Ｊ－ＶＥＲの手続としまして、

申請者が申請をして、まず登録を受けて、登録

を受けた後にモニタリング等を実施しまして、

最後に認証を受ける、その認証を受けて初めて

クレジット化できるという制度でございます。

続きまして、右のページをもう一度お願いし

たいと思います。７ページの（５）森林資源活

用温暖化対策推進事業でございますが、これは

Ｊ－ＶＥＲ制度を活用しました平成22年度の新

規事業でございます。予算額、事業期間はごら

んのとおりでございます。

枠の中をもう一度ごらんいただきたいと思い

ます。まず、最初のアの事業でございますが、

県が県有林で間伐を実施して森林の成長を促す

ことによりましてＣＯ２の吸収量が増大いたし

ますので、その増大したＣＯ２吸収量につきま

して、国が設置しました認証機関、Ｊ－ＶＥＲ

認証運営委員会に申請し認証を受けてクレジッ

ト化いたしまして、それを企業などに販売する

というものでございます。販売した利益は森林

整備に還元されることになります。

次に、イの事業でございますが、これは木質

ペレットの農業分野での利用促進をモデル的に

実施するものでございます。これまでほとんど

利用されておりません林地残材を使いまして木

質ペレットを製造して、ハウス農家に重油のか

わりに木質ペレットを燃料として使ってもらお

うとするものです。右下のほうにありますが、

宮崎県は農業団体に対しましてペレットの購入

あるいは販売を委託することになります。ただ

しこの場合に、重油と木質ペレットの価格を比

較しますとペレットのほうが割高となりますの

で、県はその割高となる差額分を農業団体に助

成するという形で委託することによりまして、

農家は、通常は割高である木質ペレットが重油

と同じ値段で使えるという状態をつくり上げる

ということです。そして県は、本来は農家が持っ

ているＪ－ＶＥＲとして申請する権利を譲渡し

てもらおうというものでございます。クレジッ

ト化をしまして、企業への販売につきましては

①の事業と同様でございます。県といたしまし

てはこういう事業を通じましてＪ－ＶＥＲ制度

のノウハウを取得いたしまして、それを山元に

還元していくことによりまして、本県林業の活

性化に役立ててまいりたいと考えているところ

でございます。以上でございます。

○小林みやざきスギ活用推進室長 続きまして、

８ページをお開きください。みやざきスギの需

要拡大について御説明いたします。

初めに、（１）スギ需要の現状でございますが、

この需要動向に大きく影響しますのが、①の新

設住宅着工戸数でございます。左側のグラフが

本県、右側が全国における新設住宅着工戸数の

推移でございます。左側のグラフにありますと

おり、平成21年の本県の住宅着工戸数は、木造、

非木造合わせまして5,602戸でございまして、前

年比71.7％と大きく落ち込んでおります。この

うち木造住宅につきましては3,954戸で前年

比86.2％にとどまっておりまして、木造率とい

たしましては70.6％に上昇したところでござい

ます。右のグラフにありますとおり、全国で見

ましても78万8,000戸と、昭和39年以来45年ぶり

の80万戸割れといった非常に低い水準にまで落

ち込んでおりまして、木造率は54.6％となって

おります。今後は、これまで数年間120万戸程度

で安定していたものが、人口や世帯数の減少等

から長期的には70万戸から80万戸台に落ち込む

との予測も出ておりまして、住宅分野での木材

需要の拡大は厳しい見通しでございます。
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次に、住宅等の需要に向けた製材品の出荷状

況でございます。表にありますとおり、平成20

年の製材品出荷量は70万6,000立方と、広島県、

北海道に次ぐ全国第３位でございます。このう

ち66％を県外、いわゆる全国に向けて出荷する

木材供給県でもあります。

次に、これを担う製材工場の状況でございま

す。左下の表にありますとおり、木材産業関連

工場は合計で199工場ありますが、その中心とな

る製材工場の数は年々減少しておりまして、平

成16年に220工場あったものが、平成21年には179

工場になっております。一方、製材工場の能力

を見てみますと、１工場当たりの平均出力数

は208.5キロワットと全国の２倍規模、それから

大規模工場のシェアも全国の７％に比べまし

て18％と高うございまして、大型化、近代化が

全国に先行しているという状況にございます。

また、品質・性能の明らかな人工乾燥材の生産

量も年々増大しておりまして、平成16年の15万

立方が、平成20年には26万立方となっておりま

す。

次に、９ページの④製材工場に向けた県内素

材流通の状況でございます。先ほど御説明いた

しました製材品出荷量が70万6,000立方というこ

とで、この流れ図の右端のほうにございます。

流れ図の中央にありますとおり、県内需要の121

万9,000立方のうち89％の108万6,000立方が製材

用の素材となっております。またその左側です

が、県内の素材需要量154万5,000立方のうち、

県内で生産される素材が139万1,000立方と90％

を占める、非常に自給率の高い県でもございま

す。

次に、⑤の素材価格の動向であります。棒グ

ラフが素材市場におきます月別の取扱量、折れ

線グラフが平均価格を示しております。構造計

算書の偽装事件、いわゆる姉歯事件を契機とい

たしまして、平成19年６月に建築基準法改正に

伴います審査の厳格化に加え、その後の世界同

時不況の影響を受けまして、平成21年の住宅着

工戸数が大幅に減少したことから木材需要が低

迷いたしました。このため、平成21年６月の素

材価格は１立方当たり7,700円まで落ち込んだと

ころでございます。平成22年に入りましては、

外材輸入の不安定化などを背景としまして、大

手ハウスメーカー等が国産材へ目を向けたとい

うこともあり若干上昇傾向にありまして、例年

価格の落ち込む４月にありましても立方１万円

台を保っているという状況でございます。

続きまして、10ページをお開きください。（２）

の需要拡大に向けた取り組みについて御説明い

たします。

①の宮崎スギの市場競争力強化に向けた取り

組みをごらんください。まず、１つ目の○の加

工・供給体制の整備でありますが、本県の森林

資源の充実を背景に、今後増加することが見込

まれます大径材等の木材資源を最大限に活用し、

多様な需要につなげていくことが非常に重要で

あります。このため、県産材を低コストで安定

的に供給できる製材工場の大型化や、中小製材

工場による水平連携を促進しておるところでご

ざいます。

次に２つ目の○、乾燥機等の導入でございま

すが、今後とも県産材の利用拡大に不可欠な差

別化を図っていくためにも、乾燥機の導入促進

等の取り組みによりまして品質や性能の明らか

な県産材の安定供給に努め、大手ハウスメーカ

ー等の大口需要者のニーズに対応してまいりた

いと考えております。

次に、②の木材利用技術センターとの連携事

例でございます。当センターは全国でも数少な
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い木材に特化した試験研究機関でございまして、

県内の木材関連産業の加工技術の向上や新製品

の開発等を支援することを目的として、平成13

年に設置されております。需要拡大に向けた当

センターの取り組みとしましては、まず１つ目

の○のスギとヒノキによる異樹種構造用集成材

の開発がございますが、当センターでは日南市

の協同組合と連携いたしまして、平成19年度か

ら、内側にスギ、上と下の外側にヒノキを用い

ましたハイブリッドの集成材を開発いたしまし

て、平成21年４月にはこの協同組合が国内で初

めてＪＡＳの認定工場を取得したところでござ

います。これによりまして県産スギだけでは達

成できない強度等級の高い構造用集成材が供給

可能となると認識しております。

次に２つ目の○、２ピース積層集成材のＡＱ

認証取得のための試験研究活動でございますが、

当センターでは平成15年から、日向市の協同組

合が生産している心持ち柱材を半分に割りまし

て、それをもう一度張り合わせるといった心持

ち柱材の２ピース積層集成材、いわゆる双子柱

につきまして各種強度試験を行いまして、その

規格化を実現いたしました。その規格化により

まして平成16年６月には、双子柱がＡＱ認証（優

良な木質資源を認証する新たな対象品目の認証）

されたというような状況になっております。

次に３つ目の○、日向市駅舎等公共建築物へ

の技術協力でございます。平成18年12月に、ス

ギの湾曲集成材を部材としまして鉄骨と木材の

混構造の駅舎が竣工いたしました。この特殊な

部材の設計、製造技術は、当センターで実物大

の曲げ試験などを経て完成されたものでござい

ますが、平成20年９月には、世界の鉄道部門で

すぐれたデザインと建築に対して与えられる賞

を受賞したところでございます。

次に、③の市町村の取り組み事例でございま

す。住宅建設促進に係る助成制度としましては、

市町村産材を使用した新築等への補助としまし

ては延岡市ほか４市町村が、固定資産税の２分

の１相当額の助成としましては高千穂町と日之

影町が、地域材の無償提供としましては日南市

が実施しているところでございます。

最後に、④県の平成22年度需要拡大策でござ

います。11ページにございますとおり、県産材

の需要拡大としましては、左側にございますけ

れども、大きく、県内需要の拡大、県外出荷の

拡大、海外輸出の拡大、３つに区分して体系化

しているところでございまして、県内需要の拡

大では、木造住宅、公共施設等への木材利用、

それから県外出荷の拡大につきましては、知事

のトップセールスなどを初めとしまして販路拡

大のための取り組みをしております。海外輸出

の拡大につきましては、韓国への戦略的な輸出

活動について支援をさせていただいております。

木材利用技術センターにつきましては先ほど

御説明したとおりでございまして、予算規模と

しましては20億6,000万円を計上しているところ

でございます。

みやざきスギ活用推進室からの説明は以上で

ございます。

○新見委員長 執行部の説明が終わりました。

ここで、委員の皆様から御意見、質疑等ござ

いましたら出していただけますでしょうか。

○外山衛委員 このＪ－ＶＥＲ制度ですか、わ

かっているんですけれども、環境対策としての

取り組みなんですけれども、２年過ぎてもまだ10

件ですよね。要するに企業側のメリットはない

んでしょう、全く。ある意味、二酸化炭素の削

減効果、貢献だけなのか。企業としてのメリッ

トは何なんでしょうか。企業イメージを上げる
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とかその程度かな。

○金丸環境森林課長 一言で申しますと、委員

おっしゃいましたように社会貢献ということに

なります。具体的にどんなことで使われている

かというのを２～３紹介いたしますと、例えば

ルミネというファッションビルの運営会社があ

るんですけれども、ここでは、従業員が通勤を

する際に自動車を使うことによって二酸化炭素

を排出するので、その分を相殺しようという形

でＪ－ＶＥＲを購入することで社会貢献をする

ことに使っているようです。あるいは、ちょっ

とおもしろいと思いましたのが、日本野球機構

という団体があります。プロ野球のナイターを

やりますけれども、ナイターが３時間を超えた

場合に、超えた分については二酸化炭素を余計

に排出することになりますので、その分につい

て排出に見合うＪ－ＶＥＲを購入しようという

ような動きがあるようです。そのほか、大きな

会社のホームページを見ますと「社会貢献」と

いうコーナーがございまして、そういうところ

でＪ－ＶＥＲを活用していることをうたってい

るところがございます。以上でございます。

○濵砂委員 このＪ－ＶＥＲを個人で申請して

いるところがあるんですか。

○佐藤計画指導監 制度上は個人でも可能だと

思うんですけれども、現段階で個人としての申

請はないと思っております。

○濵砂委員 だから、余りメリットがないんじゃ

ないかというのが一つと、申請手続が面倒くさ

いんじゃないですか。

○金丸環境森林課長 課題のところにも書いて

おりますように、申請手続が面倒くさいという

か時間がかかる、お金も少しかかるというよう

なことがあるようです。私どもそういった課題

を承知しておりますので、22年度の事業によっ

て、そういった課題がどのような形で克服でき

るのかということを含めて研究してまいりたい

と考えております。

○濵砂委員 それから、ことしからみやざきス

ギ活用推進室ができて県産材の需要拡大計画が

されておるようですが、約20億6,000万円、立方

当たり考えると、１万円にしたときに２万立方

ですか。スギ１立方を１万円で計算した場合に20

億6,000万というと２万立方ぐらいでしょう。こ

の金額を使ってこれだけの売り上げが伸びたで

は話にならない。投資を20億するんですから、

売り上げが端的に20億上がっても、全部買った

のと一緒で、全く宮崎県の林業の振興にはなら

ない。むしろ、例えば1,000円引く、立方１万円

だけれども9,000円で県外に出しますよとした場

合、20万立方がふえる。100万立方ぐらい今まで

出ていたのが70万立方に下がっている。70万立

方を１立方1,000円差し引いたときに、20億円入

れたら90万立方売れる。これで見た場合、20億

の効果はどのぐらいのものを見込まれています

か。

○小林みやざきスギ活用推進室長 委員のおっ

しゃるとおり、20億をそれぞれの製品に上乗せ

をして出荷するといった取り組みも考えられな

いことはないんですけれども、単年度単年度で

は効果がそれなりに見込めるのではないかと考

えておるところです。体系図11ページをもう一

度ごらんいただきたいと思いますが、中段にご

ざいます緑の産業再生プロジェクトは、木材供

給体制を整備する、いわゆる製材工場の近代化

や乾燥設備の導入に取り組んでおりまして、そ

の下の段になります大径材加工・大量安定供給

体制等の整備の中の木材産業構造改革事業、従

来は林構事業と言われていたものですが、そち

らのほうも川上のほうから木材生産のための機
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械化を図るといった整備事業などに取り組んで

いるところでございまして、単年度だけでの効

果ではなく、これから長い期間にわたりまして

県内で生産される県産材を加工・供給できる体

制をつくっていくこともできますので、長い目

で見ていただけましたらというふうに考えてお

ります。

○濵砂委員 だから、県内の立木が9,000万立方

ぐらいですか、100万立方ずつ売っても100年近

くあるんです、宮崎の山が。だから、70万立方

今売れている、これに20億かけてことしどれだ

けの販売量を伸ばしていくかということなんで

すが、言われるように長期間かけてというより

も、宮崎の山はでき上がっているんです。もう

既にできている。これを年間100万立方ぐらい適

正価格で売っていかないと林業は回らないんで

す。それを基本に考えると、この20億で100万立

方以上売り上げができるような形ができるのか

という質問だったんです。あればお答えくださ

い。なければいいです。

○小林みやざきスギ活用推進室長 長期計画に

おきましては、現在、素材生産量120万立方、140

万立方といったものを170万立方まで引き上げる

といったようなことを目標として掲げて取り組

んでおりますので、そこにこの20億というお金

を投入することによって実現できるのではない

かということで取り組んでまいりたいと思って

おります。

○福田委員 県産材の需要拡大、市場の拡大で

ありますが、私はついせんだって、京浜の在来

工法をやっているパワービルダーの方にお会い

する機会があったんです。今、マンションブー

ムですけど、一部では、地価の値下がりから比

較的都心に近い地域に用地の確保ができて、木

造住宅を希望する若い人たちがふえたというこ

とで、在来工法による木造住宅がかなり都市郊

外でも進んでいるということで、私はどうして

も、宮崎県の木材は関東圏での売り込みを農畜

産物と同じようにやっていかないと、今、濵砂

委員がおっしゃったような需要の拡大は望めな

いと思って、非常に興味を持って聞いたんです。

その中で、先ほど説明いただきましたが、心

持ち柱材の問題もありまして、建築基準法が変

わりまして、今までは２階の通し柱―都会は

木造は全部２階か３階ですね、小さいお家です

けど。通し柱を使う必要があるそうです、都の

建築基準法の中で。そうしますとそれを何使っ

ているかといったら、従前は集成材でオーケー

だったんです。今はスギ材を使っているんです。

宮崎の場合は木材県ですから通し柱はヒノキを

使います。スギ材で、強度が出るということで。

そうなりますと売り込みのチャンスと思います。

宮崎県のことは全然知らないですね、これだけ

の林業県ですけど。ぜひ直接の需要者である在

来工法のパワービルダー、これは限られてます

よね、上場会社ですから。皆さんがおっしゃる

ハウスメーカーというのは大体ツーバイフォー

の工法が多いんですよね。ですからぜひ、パワ

ービルダーといったら限られていますから、そ

の辺に直接接触をされて、心持ち材、通し柱等

の需要開拓をやる必要があると思います。

その大きさも聞きました。「10.5ですか」「通

し柱は12センチを使っています。普通の柱は10.5

ですよ」という話で、非常にスギは強度がある

と。そういう話でございまして、これは１回、

機会があったらお話しせないかんなと思って、

いい機会ですからきょうお話しするんですが。

都城の木材技術センターの件も話しました。

「東大ＯＢの先生が来て一生懸命研究しておら

れるんですよ」という話もしまして、以前の知
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事の話もして、いろいろ木材のことで盛り上がっ

たんですが、ぜひそういう機会をとらえて、県

産材の関東地区、何といっても人口の７分の１

が住んでいるところですからね、ここを押さえ

る努力をする必要があるのかな。県内では木造

率が70％を超しているんですから。ぜひその辺

の努力を―されているんですが、さらに建築

基準法の改正を機会にやってもらいたいと思う

んですが、いかがでございましょうか。どの辺

まで取り組んでおられるか、パワービルダーあ

たりには、在来工法の。

○小林みやざきスギ活用推進室長 ただいま委

員のお話にもございましたとおり、大手ハウス

メーカー、それからパワービルダーが国産材の

ほうに目を向けてきているという状況にござい

ますので、そちらに向けまして県としても国産

材をさらに売り込んでいきたいと考えていると

ころでございます。11ページの資料でございま

すと、中段からちょっと下のほうになりますけ

れども、平成22年度の県外出荷の拡大、大消費

地での販路拡大ということで、日本一「みやざ

きスギ」県外セールス強化対策事業がございま

す。昨年は東京におきまして、知事にも出席い

ただきましてトップセールスを開催させていた

だいたところでございます。そちらのほうにも

ハウスメーカー、パワービルダーさんが御出席

いただいておりまして、そういった方々向けに

県産材のよさを、木材利用技術センターの有馬

先生ほか技術的な面からもＰＲをしていただい

て、営業活動を進めさせていただいているとこ

ろでございます。今後ともパワービルダー等に

向けまして営業活動を続けてまいりたいと考え

ております。

○福田委員 営業活動をやっていただくことは

大事でありますが、私は、パワービルダーなり

在来工法をやっているハウスメーカーをつかま

えて、現地がありますよね、そこに宮崎県産の

通し柱を使ったモデルハウスをやる必要がある

んじゃないかと思うんです。聞きますと、土曜、

日曜は若い夫婦がどんどん見に来ると言ってい

ますから、その辺を見せるんですよ。これは日

本一の木材県の宮崎の通し柱を使った非常に強

度のある木造住宅ですよということをですね。

その辺をやる時期に来ているんじゃないか。も

うおやりになっていると言えばそれまでですが、

恐らく大手のハウスメーカーとかパワービルダ

ーも現地ではそれはまだやられていないんでは

ないかと思いますが、いかがですかそれは。

○小林みやざきスギ活用推進室長 大都市とい

いますと、関東圏のお話では私も確認はとれて

いないんですけれども、たしか３月ごろだった

と思いますが、福岡に出張いたしました際には、

産直住宅関係の企業で通し柱としてスギ材をお

使いいただいているモデル住宅がございまして、

そちらのほうを見学させていただきました。非

常に存在感のある圧倒的な使い方をされており

ましたので、非常にうれしい限りだったんです

けれども、そういったようなものを福岡だけで

はなくほかの地区にも広げていけたらというふ

うに考えておりますので、今後ともそういった

面で営業活動をしてまいりたいと考えておりま

す。

○福田委員 ぜひ大都市圏で、やっぱり関東で

すね、何といったって関東が一番多いんですか

ら、ここでやっていただきたいと思います。そ

の方式の販売デモをですね。お願いをしておき

たいと思います。以上です。

○山下委員 Ｊ－ＶＥＲについてちょっとお聞

きしたいと思うんですが、６ページの（４）に

３件の取り組み事例が出してありますが、223ヘ
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クタール、118ヘクタール、93ヘクタールあるん

ですが、これはどれぐらいの樹齢の山になるん

ですか。

○佐藤計画指導監 この３件の樹齢というのは、

うちのほうでは把握しておりません。さっき御

説明の中で一部述べましたけれども、諸塚村と

鹿島建設につきましては間伐をやっていくとい

うことで、40～50年が中心の森林だと思ってお

ります。それと住友林業につきましては植林か

ら間伐までということで、かなり若いものから

間伐適期、伐期前のもの、林齢的に多様な森林

だと思っております。ただ、基本的に宮崎県で

推進する場合は、間伐適期、それと伐期に来て

いるものが多いものですから、間伐を中心にやっ

ていくタイプのＪ－ＶＥＲを申請するのが一番

ベターなのかなと思っております。

○山下委員 二酸化炭素吸収の一番盛んな樹齢

というのは30年ぐらいまでかなと思うんです。

私は、この中にＪ－ＶＥＲの目的として、40

年、50年の間伐だったら二酸化炭素の吸収量の

契約というのはどうも不透明なような気がする

んですが、なぜこういう定義づけを―例えば

更新を盛んにしていくために植林から一番樹齢

活性期の山を選んで取引しないのか、そこ辺が

提案がちょっと足りないのかなと思うんですが、

そこ辺の仕組みがわからないんですけど、説明

していただけたらいいなと思うんですが。

○佐藤計画指導監 今の御質問は、若い植えた

ばかりのから全部やったらいいんじゃないかと

いうことですか。さっきちょっと申しましたけ

れども、基本的にはいろいろなタイプがありま

して、住友さんがやっているのはまさに若いも

のから年のものまでというタイプでして、ほか

の２つについては間伐を中心にしたタイプです。

タイプごとに申請も違うんですけれども、９種

類のタイプが用意されております。森林を整備

していくということに関しましては、植栽から

大きいところまでというのが１タイプと、間伐

を中心にしたものが１つ、大きく２種類になっ

ています。

○山下委員 ２年目ですよね、先ほど外山委員

から言われたんですが、今、県内でＩＳＯ14000、

環境までとっている企業はどれぐらいあるんで

すか。把握されていますか。

○金丸環境森林課長 申しわけありません。今

数字が正確にはわかりません。100台の数字だっ

たという記憶はございますけれども。

○山下委員 ぜひこの取り組みを、環境14000ま

でとっているところは非常に興味があるわけで

すから、ぜひそういう企業等へ啓発していただ

くといいんだがなと思うんですが。要望です。

よろしくお願いしておきたいと思います。

○中野委員 関連の質問で、教えてください。

今のＪ－ＶＥＲ制度、私が小学校のころかな、

ＣＯ２の吸収は、太陽があって緑の部分で吸収

すると習ったような気がするんです。今、１反

に200本あるスギを間伐して100本にした場合に、

ＣＯ２の吸収量というのはふえるわけですか。

これは実証されているわけ。だって緑の面積は

少なくなると思うわけよ。

○佐藤計画指導監 確かに本数を少なくすると

一時的に材積は減りますけれども、それから太

陽をぐんぐん吸ってまた太りますので、それが

考えの中に入れられております。それを一気に

減らしてしまうというのは難しいんですけれど

も、それぞれの時期に応じ適度に間伐すること

でボリュームがふえていくという考え方に基づ

いてなされております。

○中野委員 間伐してどんどん木が大きくなる

と、枝はどんどん落としていってなくなるじゃ
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ろ。枝打ちしたりすると緑の部分が少なくなっ

てくるがな。そういう検証がされておるかなと

思って。

○佐藤計画指導監 確かに今、委員のおっしゃ

いますとおり、年とってくると枝が落ちます。

ただ、今までの太った分は幹に蓄えて炭素を固

定しているわけです、どんどん太ることによっ

て。基本的に余りスギは枝打ちを中心にやって

いないんですけれども、間を透かすことで枝も

元気になってどんどん二酸化炭素を吸い込みま

すので、その辺も考えて、適度に間伐をするこ

とで材積がふえるという考え方に基づいており

まして、この数値的な検証については、国の機

関で検証がなされておると思います。

○金丸環境森林課長 ＩＳＯ14000の数字ですけ

れども、県内で136団体でございます。21年度末

でございます。

○新見委員長 ほかに質疑等ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、以上で終わ

りたいと思います。

執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時52分休憩

午前11時53分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

協議事項（１）の調査活動計画についてであ

ります。

調査活動計画につきましては、前回の委員会

において決定をしたところでありますけれども、

今回、口蹄疫発生ということによりまして非常

事態宣言が出されている状況を配慮しまして、

７月27・28日に実施を予定しておりました県南

地区の調査につきましては、11月に延期をする

ことといたしました。このことによりまして、

年間の調査活動計画は資料１の案のとおりとな

ります。この案につきまして何か御意見等あり

ましたらお願いをいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、そのように決定をさ

せていただきます。

次に、協議事項（２）の８月の24・25日の両

日にわたって実施する県北調査についてであり

ます。こちらについては、今のところ予定どお

り実施するという方向で考えているところでご

ざいます。

それでは、調査の日程案について説明いたし

ますので、資料２をごらんください。県北調査

の候補先として、まず24日は、国富町の商工会、

北川町の商工会及び日向市役所を挙げておりま

す。翌25日の候補先としましては、諸塚村の役

場及び旭化成イーマテリアルズハイポア日向工

場を挙げております。この資料２の県北調査に

つきまして、何か御意見、御質問等ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 特にないようですので、この案

で今後詳細を詰めさせていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、諸般の事情によりまして若干の変更は

出てくるかもしれませんが、その点につきまし

てはあらかじめ御了承いただきまして、正副委

員長に御一任をいただきたいと存じますので、

よろしくお願いをいたします。

協議事項（３）の次回委員会についてであり

ますが、７月下旬、事務局案によりますと７月22
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日木曜の午前10時ということにしております。

次回委員会での執行部への説明、資料要求につ

いて、何か御意見や御要望等はございませんで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 特にないようですので、次回の

委員会の内容につきましては正副委員長に御一

任をいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

最後になりますが、協議事項（４）のその他

であります。何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、確認の意味

で再度、今後の日程についてお話をいたします。

７月27・28日で予定しておりました県南地区

調査につきましては11月上旬に延期、次回の委

員会は７月22日午前10時ということで、よろし

くお願いをいたします。

以上で、本日の委員会を閉会いたします。

午前11時56分閉会


